
■ 建築物省エネ法の認定までの流れ 
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① 建築確認 

② 技術的審査 

③ 認定手続き 
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適合証の交付 
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※①、④、⑤は性能向上計画認定のみ 

※容積率特例を活用する場合は、認定後の建築確認になりますので、認定申請前には 

 技術的審査のみ受けてください。 


